
 

第３回がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討会 議事要旨 

 

日 時：令和２年３月４日（水）～令和２年３月 27日（金） 

 

《検討会前日までの経緯ついて》 

○ がんゲノム医療中核拠点病院（以下、中核拠点病院という。）の選定方針（「書面評価」と「ヒアリング資料」による

採点方針及びヒアリング対象医療機関の選定方針。）について各構成員に了承いただいた。 

○ 選定方針に沿って、書面評価を踏まえて、ヒアリングを行わずに中核拠点病院として選定する医療機関とヒアリン

グ対象医療機関を地方厚生局ブロックごとに選定した。ヒアリング対象となった５つの医療機関に対し、検討会まで

にヒアリング資料の提出を求めた。 

 ※なお、書面評価においては、今回申請のあった全ての医療機関（１５施設）が、「がんゲノム医療中核拠点病院

等の整備について」に記載されている必須項目を満たしていることを確認した。 

 

《３月４日以降の議事概要》 

（１） がんゲノム医療中核拠点病院の選定について 

○ 各構成員に、ヒアリング資料の評価を依頼した。 

※ヒアリング対象となっている医療機関に所属する構成員はいないことを確認済み。 

※構成員のうち１名は、公務多忙のため評価未回収となった。 

○ ヒアリング資料に対する質問事項については、各医療機関からの回答をとりまとめた上で、その内容と併せて構

成員による評価を実施した。 

○ 構成員からいただいた主な意見は以下のとおり。 

 【遺伝カウンセリングの件数について】 

・ 遺伝カウンセリング等の件数に、本来計上すべきでない体細胞の変異に係る遺伝カウンセリングや、診療（保険診

療および自由診療）ではない研究目的の遺伝カウンセリングを計上していた施設があるため、再度確認する必要が

あるのではないか。 

※事務局から確認した結果、一部の医療機関において体細胞の変異に係る遺伝カウンセリングや研究目的の遺

伝カウンセリングを計上していたため、当該件数を除外し、書面評価の点数を修正した。 

 【データ登録について】 

・ エキスパートパネル後のデータ登録の実績については、現時点では遺伝子パネル検査の開始から日が浅いため、

登録が進んでいない施設があるが、今後、登録がきちんと進むように条件付けやインセンティブ付与等により促進

すべき。 

・ データ登録については、現在のがんゲノム医療中核拠点病院の指定要件には含まれていないが、現況報告での

確認や次回（２年後）の指定の検討会に向けた指定要件の改正を行った上で、指定の保留や取り消しを含めた対

応を考慮するなど、今後、データ登録の実績を求めていくべきではないか。 

 

（２） がんゲノム医療中核拠点病院の選定結果の公表について 

○ ヒアリング対象医療機関については、「書面評価」と「ヒアリング資料の評価を踏まえた総合評価」の合計点数で点

数付けを行い、「書面評価」のみで選定した医療機関と併せて計 12医療機関を中核拠点病院として選定する方針

を了承。 

○ 事務局にて各構成員の採点結果をとりまとめの上、各構成員の確認が済み次第、選定した中核拠点病院を公表

することで了承。 


